
 

令和８年１月１３日 

 

 関係訓練実施機関 各位 

 

          独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 

岩手支部 求職者支援課長 

 

令和８年５月開講の求職者支援訓練に係る認定申請について 

 

 令和８年５月に開講を予定している求職者支援訓練に係る定員の受付期間及び 

認定上限値等を以下のとおりとしますのでお知らせいたします。 

 

受 付 期 間：令和８年１月１９日（月）午前９時から 

令和８年１月３０日（金）午後３時まで 

補正期限：令和８年２月 ９日（月）午後５時まで 

認定予定日：令和８年２月２７日（金） 

 

その他留意事項 

・計画定員上限値として、基礎コース  ４５名（うち新規参入枠１５名） 

実践コース  ７５名（うち新規参入枠１５名） 

・申請定員の上限として、全分野 最大１５名 

申請定員の下限として、全分野 最少 ８名 

※定員数を調整することもありますので、あらかじめご了承願います。 

※令和８年５月開講コースにおいて、e ラーニングコースの申請受付はいたしませ

ん。 

 

基礎コース 

基礎コース 定員総数 ４５名（うち新規参入枠１５名） 

盛岡地域優先共有枠 １５名 

内陸地域優先共有枠 １５名 

沿岸地域優先共有枠 １５名 

 

実践コース 

実践コース 定員総数 ７５名（うち新規参入枠１５名） 

介護分野  １５名 

医療事務分野  １５名 

デジタル系  ３０名 

その他  １５名 

 

 

 



 

・申請をご検討されている場合には、受付期間前に下記お問い合わせ先までご連絡

をお願いします。 

・受付期間も含めまして当支部にお越しになる際は、事前に電話等でのご連絡を 

お願いします。 

・受理期間中に受理した認定申請書に不備があり、補正期間内に差替え等で書類が

整わない場合は、選定（認定）対象外となりますのでご注意願います。 

・令和７年度に厳格化された講師要件に限らず、すべての認定基準について、訓練

の質を担保することを目的に追加書類を求めるなどして確認する場合があります。 

・虚偽の申請や認定後に認定基準を満たさない訓練を実施した場合、受講者に多大

な影響が生じるのみならず、訓練実施機関に対しても訓練の認定取消や認定申請

に係る欠格処分、認定職業訓練実施奨励金の不支給及び返還請求等の厳しい措置

が行われる場合がありますのでご留意ください。 

・令和８年度予算成立前であり、今後の情勢次第では変更があり得る可能性があり

ます。 

 

選定に関しての注意事項 

１）新規参入枠の選定については、①申請された訓練の内容や質、②質の向上に取り

組んでいる等の運営体制などの多面的な要素を加味して算定し選定します。 

２）実績枠の選定については、主たる評価要素となる就職率のほか、①申請された訓

練の内容や質、②質の向上に取り組んでいる等の運営体制、③受講者評価などの

多面的な要素を加味して算定し選定します。 

３）新規参入枠での申請があった場合は、基礎コース、実践コースとも各新規参入枠

まで選定します。 

その際、新規参入枠で選定されたコースが基礎コースの場合は、当該地域優先  

共有枠の定員数から新規参入枠の定員を引いた残数が実績枠の定員数となります。 

同様に、新規参入枠で選定されたコースが実践コースの場合は、当該分野の定員

数から新規参入枠の定員を引いた残数が実績枠の定員数となります。 

４）基礎コースにおいて、地域優先共有枠に余剰定員数がある場合は、不足している

他の地域へ評価の高い順に充当し選定します。 

５）同一の訓練実施機関における申請数に上限はございません（但し、オンライン訓

練の申請に関しては、同一の訓練実施機関における申請数の上限は１コースとい

たします）。２コース以上申請をご検討されている場合は、受付期間前に以下の

お問い合わせ先までご連絡をお願いします。 

６）その他選定方法は、当機構本部 HPの「求職者支援訓練の選定方法」を参照願い

ます。 

 

 

 

 （お問い合わせ先） 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構岩手支部 

盛岡事務所 求職者支援課 

ＴＥＬ ：０１９（６２５）５１０１ 

https://www.jeed.go.jp/js/shien/q2k4vk000004nvm0-att/q2k4vk000004nvqz.pdf

